
協議第１号資料 

 

 

１ 町長・議会議員の任期満了日 

  町  長  平成３０年５月１７日（木） 

議会議員  平成３０年６月３０日（土） 

 

２ 選挙期日に関する公職選挙法の規定 

（１）原則（第３３条第１項）  

議会議員、長の任期満了による選挙は、その任期が終わる日の前３０日以

内に行う。議会議員の選挙及び長の選挙は、同時に行うことができる（第１

１９条第１項）。 

 

（２）９０日特例（第３４条の２第１項、第４項） 【関連資料①】 

議会議員又は長の任期満了日のうち先に到来する任期満了日 (a)が後に到

来する任期満了日(b)の前９０日(c)以内にある場合においては、後の任期満了

日の５０日前に当たる日(d)又は前の任期満了日の３０日前に当たる日(e)の

いずれか遅い日(=d)から前の任期満了日の５０日後に当たる日(f)又は後の任

期満了日(b)のいずれか早い日(=b)までの間に、二つの選挙を同時に行うこと

ができる。 

 （制度趣旨）  

 ①投票率向上  

 近接して選挙が行われる場合、後に行われる選挙が低投票率を示す傾向が

ある。 

 ②有権者の負担軽減  

短期間に長と議会議員の二度の選挙を行うことは有権者に時間的な負担を

かける。 

 

 ③選挙管理費用節減等  

行政の停滞を生じさせるとともに選挙費用がかさむ。  



 

３ これまでの町長・議会議員選挙の執行状況等 

（１）平成１８年合併に伴う選挙  

  ①町 長 

   選挙期日 平成１８年４月２３日（日） 

  【町長任期：平成１８年４月２３日～平成２２年４月２２日】  

  ②議会議員  

   選挙期日 平成１８年６月２５日（日） 

  【議会議員任期：平成１８年７月１日～平成２２年６月３０日】  

    ※新設合併後、平成１８年６月３０日まで在任特例適用。  

 

（２）平成２２年任期満了に伴う選挙  

   選挙費用の節減及び有権者の利便性（負担軽減）等を重視し、公職選挙

法の９０日特例を適用し同時選挙を実施。 

選挙期日 平成２２年５月１６日（日）  

  【町長任期：平成２２年５月１６日～平成２６年５月１５日】 

  【議会議員任期：平成２２年７月１日～平成２６年６月３０日】  

 

（３）平成２６年任期満了に伴う選挙  

  選挙費用の節減及び有権者の利便性（負担軽減）等を重視し、公職選挙法

の９０日特例を適用し同時選挙を実施。  

選挙期日 平成２６年５月１８日（日）  

  【町長任期：平成２６年５月１８日～平成３０年５月１７日】  

  【議会議員任期：平成２６年７月１日～平成３０年６月３０日】  

 

４ 平成３０年任期満了に伴う選挙  

（１）選挙執行可能日  

  ①単独選挙の場合（任期が終わる日の前３０日～任期前日）  

   町長選挙     ４月１７日（火）～５月１６日（水） 

   議会議員一般選挙 ５月３１日（木）～６月２９日（金） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②９０日特例による同時選挙の場合 【関連資料②】 

   ５月１１日（日）～６月３０日（月）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③議会が４月上旬に自主解散した場合（解散の日から４０日以内）で、 

町長選挙と同時選挙の場合  

（※４月４日以降に解散した場合に限る。）  

   

 

 

 

 

 

 

町長選挙  

 

①告示日 ４月１７日（火）  

 選挙日 ４月２２日（日）  

 

②告示日 ４月２４日（火）  

 選挙日 ４月２９日（日）  

 

③告示日 ５月 １日（火）  

 選挙日 ５月 ６日（日）  

 

④告示日 ５月 ８日（火）  

 選挙日 ５月１３日（日）  

議会議員一般選挙  

 

①告示日 ５月２９日（火）  

 選挙日 ６月 ３日（日）  

 

②告示日 ６月 ５日（火）  

 選挙日 ６月１０日（日）  

 

③告示日 ６月１２日（火）  

 選挙日 ６月１７日（日）  

 

④告示日 ６月１９日（火）  

 選挙日 ６月２４日（日）  

①告示日 ５月 ８日（火）  

 選挙日 ５月１３日（日）  

 

②告示日 ５月１５日（火）  

 選挙日 ５月２０日（日）  

 

③告示日 ５月２２日（火）  

 選挙日 ５月２７日（日）  

 

④告示日 ５月２９日（火）  

 選挙日 ６月 ３日（日）  

⑤告示日 ６月 ５日（火）  

 選挙日 ６月１０日（日）  

 

⑥告示日 ６月１２日（火）  

 選挙日 ６月１７日（日）  

 

⑦告示日 ６月１９日（火）  

 選挙日 ６月２４日（日）  

 

①告示日 ５月 １日（火）  

 選挙日 ５月 ６日（日）  

 

②告示日 ５月 ８日（火）  

 選挙日 ５月１３日（日）  



（２）執行経費の比較（概算）  

 平成３０年度 予算要求ベース 

単独選挙の場合  同時選挙の場合  

町長選挙  町長・議会議員同時選挙  

報酬  投票立会人等  1,192,000 報酬  投票立会人等  1,280,000 

職員手当等  時間外手当  5,349,000 職員手当等  時間外手当  5,349,000 

賃金  事務補助賃金  152,000 賃金  事務補助賃金  152,000 

報償費  報償費  12,000 報償費  報償費  12,000 

需用費  消耗品費  426,000 需用費  消耗品費  938,000 

 印刷費  775,000  印刷費  1,434,000 

 食糧費  72,000  食糧費  72,000 

 修繕料  50,000  修繕料  50,000 

役務費  通信費  2,078,000 役務費  通信費  3,070,000 

 新聞折込手数料  50,000  新聞折込手数料  176,000 

委託料  ﾎﾟｽﾀｰ掲示場等  1,170,000 委託料  ﾎﾟｽﾀｰ掲示場等  6,122,000 

借上料  投票所借上料  50,000 借上料  投票所借上料  50,000 

負担金  入場券作成業務  261,000 負担金  入場券作成業務  261,000 

計 11,637,000 合 計 ②  18,966,000 

議会議員一般選挙  単独選挙との比較（②－①）▲8,779,000 

報酬  投票立会人等  1,192,000 

 職員手当等  時間外手当  5,349,000 

賃金  事務補助賃金  152,000 

報償費  報償費  12,000   

需用費  消耗品費  756,000    

 印刷費  881,000    

 食糧費  72,000    

 修繕料  50,000    

役務費  通信費  2,605,000    

 新聞折込手数料  127,000    

委託料  ﾎﾟｽﾀｰ掲示場等  4,952,000    

借上料  投票所借上料  50,000    

負担金  入場券作成業務  261,000    

計 16,108,000    

合 計 ①  27,745,000    

 

 

 



（３）その他考慮すべき事項  

  ①同時選挙のメリット・デメリット  

   ＜メリット＞  

   ・選挙執行経費を節減できる（主に職員時間外手当、立会人等報酬）。  

   ・有権者の利便が図られる（投票が１回で済む）。 

   ・選挙人の関心が高まり投票率向上が期待される。 

   ・投票管理者・立会人・事務従事者の協力が得られやすい。  

   ・投開票所が確保しやすい（公共施設の利用関係調整）。  

 

   ＜デメリット＞  

   ・立候補の機会が１回になってしまう。  

・町長選挙と議会議員選挙を混同して投票するおそれ。  

・町長任期満了後に選挙期日を設定する場合、町長不在期間が発生する

（職務代理者を置く）。  

 

  

 

 

 

 


